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○津山圏域衛生処理組合情報公開条例施行規則 

平成１９年２月６日 

津山圏域衛生処理組合規則第１号 

（目的） 

第１条 この規則は，津山圏域衛生処理組合情報公開条例（平成１９年津山圏域衛生 

処理組合条例第１号）の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 （準用） 

第２条 この規則は，津山市情報公開条例施行規則（平成１１年津山市規則第３０号。

以下「規則」という。）第２条から第８条まで，第１６条及び第２０条の規定を準用

する。 

   付  則 

 この規則は，公布の日から施行する。 


